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(1) 総合振興計画とは 

総合振興計画とは、市が取り組む計画の中で最上位に位置する計画で、今後 10 年間で進むべきまちづくり

の方向を見定め、それに向かって取り組んでいくための総合的な指針です。 

総合振興計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成しますが、今回は基本構想と基本計画を策定しま

す。 

以下に、構成のイメージ、構成内容及び計画期間を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総合振興計画の内容と計画期間 

項目 内容 計画期間 

基本構想 

まちの将来像や今後のまちづくりの目標及び施策

大綱等、本市が目指す新しいまちづくりの基本的な

方向性を示すものです。 

10 年間 

基本計画 

基本構想で位置付けたまちの将来像を実現するた

めの基本施策を具体化し、分野ごとにその内容を体

系的に示すものです。 

5 年間 

（5 年目に見直し） 

実施計画 
基本計画で示した具体施策に関する主要事業の実

施時期等の具体的な内容を示すものです。 

3 年間 

（3 年目に見直し） 

 

■計画期間のイメージ 

年度 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

■総合振興計画の構成イメージ 

 

重点戦略（総合戦略） 

現況・主要課題 

将来像、M-SDGs 

基本目標 

実施計画 

基本計画 

基本構想 

○基本施策 

 ・具体施策 

各年度における具体的な事業 

基本構想（10 年） 

基本計画（5 年） 基本計画（5 年） 

実施計画（3 年） 

実施計画（3 年） 

実施計画（3 年） 
見直し 

見直し 

実施計画（3 年） 

実施計画（3 年） 

実施計画（3 年） 
見直し 

見直し 
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(2) 本計画の特徴 

① MSDGsについて 

基本構想に掲げた将来像が、具体的にどのような社会・状態を表すのかについて、国連が示す SDGsに掲げ

られている 17の目標を参考に、まちの目指す姿とKGI（指標）からなる益田市版 SDGs（M-SDGs）を設定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

② 総合戦略との関連 

 本計画では、総合戦略を包含した計画とします。具体的には、総合振興計画の基本計画に位置付ける具体

施策のうち、総合戦略と関連する施策を重点戦略とすることで、総合戦略の内容を包含した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

■総合振興計画と総合戦略の関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策２ 
具体施策① 
具体施策② 
具体施策③ 

 

基本計画 

 

 

重点戦略 

(総合戦略) 

 

基本施策１ 
具体施策① 
具体施策② 
具体施策③ 

 

基本構想 

基本目標Ⅰ 

 

基本目標Ⅱ 

 

基本施策１ 
具体施策① 
具体施策② 
具体施策③ 

基本施策２ 
具体施策① 
具体施策② 
具体施策③ 

… 

 

… 

総合戦略と関連する施策 

 雇用創出 
（創業、人材育成、ビジネス創出） 
 
 ひとの流れ創出 
（移住・定住、関係人口創出） 
 
 結婚・出産・子育て 
（保育・育児環境整備） 
 
 安心な地域づくり 
（Society5.0、地域経営） 等 

 

 

 

日本一水のきれ
いな高津川の残
るまち 

誰もが生き生き
と働き暮らせるま
ち 

豊富な日照量を活か
し再生可能エネルギ
ーの導入など、環境
にやさしいまち 

安心して便利に
買い物ができる
まち 

サイクリングを通
じた健康あふれ
るまち 

国連 
SDGs 
への 
寄与・関
連性 

 
M-SDGs 
状態 
（例） 

水質状況 BOD
値○○以下を目
指す 

失業率○○％を
目指す 

 

ＣＯ２排出量 
○○以下を目指
す 

公共交通の満足
度○○％を目指
す 

健康と感じる人
の割合 
○○％を目指す 

 
KGI 
（例） 

■M-SDGsの構成イメージ 

将来像（例） 「益田市は、一人ひとりが、誇りもち、幸せ感じ、持続するまち」 

将来像の目指すまちのすがたを表現する状態を M-SDGsとして設定 

【総合戦略とは】 

人口減少や超高齢化社会に対して、各地域がそれぞれの特徴を活かしてまちを活性化していくため

に、「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」、「地方への新しいひとの流れをつくる」、

「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「時代に合った地域をつくり、安心なくらし

を守るとともに、地域と地域を連携する」の 4 つの基本目標に向けた政策を進める計画 


